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起点 86度49分35秒

真
北

立川市栄町

一丁目6番1

一丁目5番4

一丁目5番5

一丁目5番7

一丁目5番6

一丁目5番3

一丁目5番2

一丁目
5番12

別　図

【起点】

起点は、座標(X,Y)＝(-32413.013,-363

69.403)とする。

※座標は、測量法(昭和24年法律第188

号)の規定により、世界測地系座標計算

によって作成した。

点名 X座標 Y座標

起点

１

２

３

４

５５

７

６

-32413.013 -36369.403

-36365.548-32663.183

-36364.994-32673.168

-36375.532-32663.737

-36374.974-32673.722

-32678.042 -36354.708

-32417.442 -36449.280

-32682.471 -36434.592

【格子の回転角度(86度49分35秒)】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた線並び

にこれらと平行して10m間隔で引いた

線により構成されている格子を、起点

を中心として、右回りに回転させた角

度を示す。

【凡　例】

形質変更時要届出区域

単位区画

調査範囲
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【凡例】 39番12
39番50

府中市四谷五丁目39番3

39番51

39番52

40番72
40番73

単位区画

筆境界

調査対象地

形質変更時

要届出区域

【起点】
起点は、府中市四谷五丁目39番3の最北端とする。

【格子の回転角度

格子の回転角度は、起点を通り、

9度26分26秒】

東西方向及び南北方向に引いた線

並びにこれらと平行して10m間隔

で引いた線により構成されている

格子を、起点を中心として、右回

りに回転させた角度を示す。


